
ヘーゲルのコルポラツィオーン論

尼　寺　義　弘

序

　ヘーゲルは『法の哲学綱要』（1821）―以下，『綱要』と略記する―の「ポリツァイとコル
ポラツィオーン」（§230―256）において，市民社会の富と貧困の関係という極めて深刻な問題に
ついて論究し，その解決の方途を与えようとする

1）
。すなはち市民社会において各人の生計の確実

さは保証の限りではない。ヴァンネンマン手稿（1817/18）は述べている。
　「欲求の体系にはつねになお非常に多くの偶然性が存続しています，それは普遍によって取り
除かれねばなりません，同様に法の領域はこの偶然性をもっており，そしてこの偶然性を止揚す
ることがポリツァイの目的でなければならないのです

2）
。」

　さらにグリースハイム手稿（1824/25）も述べている。
　「食べること，飲むこと，着ることなどのような，ある種の一般的な欲望とでも言えるものが
ありますが，これらの欲望がどのようにして満たされるかは，外面的にはまったく偶然的な事情
に依存しています

3）
。」では，どのようにして生計の確実性は確保されるのであろうか。

　キール手稿（1821/22）はつぎのように述べている。「生計の確実さを私は私自身においてもっ
てはいない，生計の確実さは普遍的な目的でなければならない。このことは今やポリツァイとコ
ルポラツィオーンにおいて実現される

4）
。」

　さて，ポリツァイとコルポラツィオーンの役割についてホトー手稿は述べている。
　「人は市民社会において不法の止揚を，それのみならず不法の阻止を，そして主観的な福祉の
促進を要請する。ポリツァイとコルポラツィオーンがこれの促進のために規定されている。ポリ
ツァイは外的な偶然性に関連する，偶然性の秩序に関連する。コルポラツィオーンはこれに対し
て具体的な仕方で特殊性の福祉を内的な目的とする

5）
。」

　さらにグリースハイム手稿もやや詳細にポリツァイとコルポラツィオーンの位置づけについて
述べている。ポリツァイについてはつぎのとうりである。
　「ポリツァイは Polis, Politiaに淵源し，国家の活動性全体である，今やポリツァイは人倫的な
普遍それ自体の活動性ではなくて，市民社会に関わる普遍の，つまり外面的な国家としての国家
の活動性である。ポリツァイは普遍であり，その普遍は市民社会に関わって活動している。ポリ
ツァイの普遍的な規定は，それが外面的な現存在の統治であり，それ自体外面的な仕方であるが，
権利と福祉を目的としている。それは市民社会に関する国家，外面的な国家，悟性の国家であり，
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向自的に普遍的な目的を自己においてもたない国家である，ということである。この普遍的な目
的を国家それ自体がはじめて含んでおり，ここでは普遍的な実効性のみがこの領域の相対的な全
体性である，絶対的な全体性ははじめて国家それ自体である

6）
。」

　『綱要』も§249 でポリツァイについてつぎのように述べている。
　「ポリツァイのあらかじめの配慮は，まずは，市民社会の特殊性のうちに含まれている普遍的
なものを，もろもろの特殊的な目的と利害関心をもっている大衆を保護し安全にするための一つ
の外的な秩序および対策として，実現しかつ維持する。大衆の特殊的な目的と利害関心はこの普
遍的なものにおいてそれらの実在をもつ，同様にこの配慮は，上からの指導として，この社会を
はみ出て行く利害関心［§246］に対して配慮する

7）
。」

　ポリツァイは，本来の意味では，国家それ自体の普遍的な目的を目ざす活動性である。しかし
ヘーゲルのポリツァイは「外面的な国家，悟性の国家」という市民社会の枠内での「外面的な現
存在の統治」である。すなはち私的人格が核となり，互いに競争する社会，「万人による万人の
闘い

8）
」を基本とする欲求の体系の，経済社会の統治である。この枠内での各個人の「権利と福

祉」のいわば土台となるものがテーマとなる。ヘーゲルはポリツァイの具体的な政策として主と
してつぎのことを挙げている。
１．商品の品質と価格の監視機構
２．営業身分と農民身分の，および商業身分と工場主との均衡の取れた発展の政策
３．機械と失業への対策等々

9）
。

　ポリツァイはかくして市民社会の各成員の権利と福祉の基礎となる国家のインフラストラクチ
ャーを構築する経済政策，社会政策を意味する。それは市民社会のいわば「外面的な秩序

10）
」をな

し，「福祉行政」あるいは「内務行政」とも訳されている。
　つぎにコルポラツィオーンをみることにしよう。グリースハイム手稿は述べている。
　「コルポラツィオーンは他の種類の用意周到さをもち，慎重さは一層内面的であり，一層心情
的な様式をもつ。コルポラツィオーンの目的は人倫的な統一よりもより多くのものと把捉される
べきであり，共同の目的，目的，成員それ自体のための実態的な目的であり，彼らに内在的な独
自な目的は，かくしてその目的は同時に共同の普遍的な目的であり，その目的は成員それ自体の
相互作用によってもたらされる。コルポラツィオーンにおいてはかくして成員がそれを普遍とし
てみづからがもち，そしてみづからが働かせるところの目的，すなわち少なくとも相対的に実態
的な目的のための活動性が存在する。
　かくしてコルポラツィオーンは外面的な国家から人倫的な国家への移行をなす

11）
。」

　さらに，『エンチクロペディー』は述べている。
　「私人としての特殊な市民はコルポラツィオーンにおいて彼の資産の確実さを見いだす，彼は
そこで彼の個別の私的な利害関心から歩み出て，相対的に普遍的な目的のための意識的な活動性
をもつのと同様に，法的な義務および身分の義務において彼の人倫態をもつのである

12）
。」

　コルポラツィオーンは各成員が共同の普遍的な目的をもち，各成員が相互に作用しあうことに
よってつくりあげられる団体である。それは各個別の諸団体によって各個人の生計の確実性の保
証を目的とする。
　『綱要』もつぎのように述べている。
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　「特殊性それ自体が，理念にしたがって，特殊性の内在的な利害関心に存するところのこの普
遍をその意志と活動性の目的と対象とすることによって，人倫的なものが内在的なものとして市
民社会に還帰する，コルポラツィオーンの本分がこのことを形づくる

13）
。」

　市民社会の核をなす特殊性が市民社会の枠内で人倫的なものという普遍を追求するのである。
ヘーゲルはかくしてコルポラツィオーンを国家への移行形態として，市民社会と国家を媒介する
モメントとして考察する。
　我々は以下においてつぎの点を論究する。１）コルポラツィオーンとは何か。２）ヘーゲルの
コルポラツィオーン論はどのような源泉をもつのか。３）下層階級の生計の確実さは保証されう
るのか。
　以上の問題点の考察において，私は「プロイセン一般ラント法」（1794）とヘーゲルのコルポ
ラツィオーン論の関係について論究する。さらにコルポラツィオーンについてヘーゲルの各手稿
を参照しつつその分析を行う。

Ⅰ．コルポラツィオーンとは何か。

　『綱要』（§250）によれば，市民社会の各成員は彼の社会的労働と活動によって一つの「身分」
に属する。身分は市民社会の有機的な環である。各個人は一つの身分に属するという基礎のもと
に社会的なおよび国家的な業務に参与する。各個人はこのようにして市民社会における彼の地位
の社会的な承認をえる。ヘーゲルはそれを三つの身分に区別する，すなはち実態的な身分，営業
の身分，普遍的な身分である。
　コルポラツィオーンは「市民社会の労働組織」（§251）に現存する。すなはちコルポラツィオ
ーンは「ゲノッセンシャフト」（§251―§252）であり，それは営業の身分に，たとえば手工業身
分，工場主身分，商業身分などに限定される。コルポラツィオーンの各成員は共同してコルポラ
ツィオーンを組織する。ゲノッセンシャフトにおいては「利己的な目的」が同時に「普遍的な目
的」である（§251）。
　グリースハイム手稿はコルポラツィオーンと国家との関係について推理形式を用いてつぎのよ
うに述べている。
　「コルポラツィオーンにおいては，まず第一に，特殊な利害関心が目的である，このことに鑑
みて各人はそのさい自立しているという原理が妥当する，そして個人はこの自立していることを
彼の絶対的な権利として欲求する，かくしてどのようにして彼が市民社会に結びついているのか，
そしてどのようにして彼が市民社会の資産から彼の生計を確保するのか，それはまったく彼に委
ねられているのである。
　このことは維持されなければならないが，しかし第二のことは，そこでは同時に利害関心の個
別性が組織化され，普遍として形成され，そして特殊な圏域を作りあげ，その圏域がとはいえ国
家と本質的な結びつきにある。国家とのこの結びつきが最高に重要な点である。
　ここには概念によって規定されている二つの項がある，まず第一に個人性という個別性，この
個別性は具体的であり，そしてそれによって人倫的であり，家族である，家族は国家の素材であ
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る。第二に国家それ自体，人倫的な全体，普遍的な目的それ自体，これらは両項である，これら
の二つの大なる人倫的な全体の媒介環はない。かように対立において現存在するものは，理性に，
概念にしたがって，媒辞によって媒介されなければならない，かくして概念は推理として自己を
表現する。
　概念の本性は媒介環を要請する。媒介環は両項を自己において統一しなければならない，一方
で家族の目的それ自体を，家族の特殊な利害関心を，他方でまたこの目的を普遍的な目的として
内在的な，内的な仕方で自己において含まなければならない。かくしてそれは人倫的な媒介環で
あり，ポリツァイのように単に外的な仕方で行うのではない。
　媒介環はかくして国家のように人倫的である，媒介環は一方で個々人の利害関心をそれの特殊
性にしたがって自己のうちにもっているが，しかし他方で媒介環は国家と共通していて，特殊な
利害関心は普遍的なそれとしてそこで目覚めさせられ活動させられる。媒介環は大きな有機的な
環であり，我々は統治組織のところでより詳しくそのことを知ることになる

14）
。」

　かくしてコルポラツィオーンを媒辞とする，家族―コルポラツィオーン―国家  という推
理形式の成立である。すなはち家族のもつ個別性，国家のもつ普遍性，そしてその両者を具体的
におよび内在的にあわせもつコルポラツィオーンによる媒介である。この推理形式をコルポラツ
ィオーンについて明示的に論究しているのはグリースハイム手稿のみである。さらにこの手稿は
述べている。
　「その間［国家と個々人との間］に今やかの媒介環がある。人間は，自己について語るならば，
利己的である，第二にこのことは，人間はまた普遍のために活動的であろうと意志する，人間は
自己をブルジョワに還元しないことを意志する，人間はまた普遍を彼らの見解，彼らの意志によ
って働かせることを意志する。それの活動性が人倫的であり，指定された活動性であるのみなら
ず，独自な分別から発しているところの，普遍のための活動性のかかる分野は，ゲマイデにおい
て，コルポラツィオーンにおいて国家の市民に与えられる

15）
。」そこでは「普遍のための精神の欲

求が活動的である
16）
」。

　「コルポラツィオーンは家族と国家との媒介環を，しかも人倫的な媒介環としてそれを成す
17）
。」

　「生動的な肉体においていずれの点も有機的であるように，つまりその他のものとのもっとも
親密な関連において生きているものとして有機的であるように，国家においてもまた全てのもの
が普遍的な生動性との本質的な同一性にあり，それの特殊性にしたがって全体の分肢である。
　このことがコルポラツィオーンの本質的なもの，必然性という理性的なものである

18）
」。

　コルポラツィオーンはとはいえ同時に「公的な権力の監視の下に」（§252）ある。コルポラツ
ィオーンの成員となるためには個人の「特殊な技能」と「誠実さ」が必要である（§252）。いず
れのコルポラツィオーンもそれ独自の業務に配慮し，同業者の異なる利害関心を互いに調整し，
相互の援助をなし，職業教育を支援し，新規の成員を募集する等々。
　コルポラツィオーンはしたがって利己的な利害関心のなかに内在する普遍的な目的を顧慮する。
利己的な個人はいずれもコルポラツィオーンにおいては意識的に他の個人の利害関心を配慮する。
ヘーゲルはかくしてコルポラツィオーンを「第二の家族」として理解している（§252）。
　「第二の家族」の根源について，ホトー手稿（1822/23）は 「c．資産」（§201）においてつぎの
ように述べている。
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　「国家の一つの土台は家族である，個人そのものは家族の成員として人倫的な権限をもつ。個
人そのものは国家において人倫的な全体のモメントとして人倫的にのみ資格を与えられている，
そしてこのモメントは家族の成員としてのみ個人で［あり］うる。国家の第二の土台は諸身分で
ある。単なる自然性という偶然的な側面にある特種性を我々はさきのパラグラフで見てきた。特
種的なものおよび必然性は身分である，欲求の満足の普遍的な仕方である。必然的に特種なもの
は普遍的に妥当するものとして特種的なものである。これらの身分は個人性の根源であり，個人
性に基づいて諸身分は同時に外部に向けられている。家族そのものはまず第一に自己において完
結しているものであり，外部に向って協定するという欲求を何らもってはいない。しかし自己の
ためのこの配慮がどのように他人のための配慮と連関しているのか，ということは身分において
現存する，身分はそれゆえ非常に重要である，なぜなら私的な諸人格は，利己的であるとはいえ，
自己を他人に向けねばならない必然性をもっているからである。ここにはかくして利己心がそれ
によって自己を普遍に，国家に結びつけるところの根源がある。この連関は堅固な連関であり，
国家はその連関をつぎのように，すなはち私的な諸人格の自己のための配慮が国家の満足をも獲
得するように作りだし，獲得しなければならない。私的な長所がかくして顧慮されなければなら
ない，というのは国家のための労働が私的な人格に課せられるからである。これらの身分を今や
大群衆が形成し，そしてこの大衆は，
　実態的な
　反省的な

�
�
�
�
�

身分である
19）
。」

　普遍的な
　コルポラツィオーンは，市民社会においてすでに失われている個々の個人の有機的な結びつき
を作りだす。かくしてこの結びつきの再生は，なお市民社会それ自体において形成されるのであ
る。とはいえコルポラツィオーンは「公的な権威の監督のもとにある」，それは「成員の特殊な
生計の範囲全体のために，普遍のために」現存する（§252）。
　ヘーゲルは市民社会の本質をなすところの特殊性のもつ普遍的な側面を強調する。したがって
コルポラツィオーンは「国家の第二の，人倫的な根源」である（§255）。コルポラツィオーンは
国家を経済的におよび人倫的に扶養する。かくしてコルポラツィオーンは家族とともに国家の基
礎である。

Ⅱ．ヘーゲルのコルポラツィオーンはプロイセン国家の一般ラント法といかなる関係にあるか？

　ヘーゲルのコルポラツィオーンの概念は，私見によれば，たぶん「プロイセン国家の一般ラン
ト法」（1794

20）
）の研究より学んだものであろう。すでに一般ラント法 第二部（Zweyter Theil）第

６章（Sechster Titel）および第19章（Neunzehter Titel）は，ヘーゲルが彼の「ポリツァイおよび
コルポラツィオーン」で解決しようとした課題を取り上げている。それぞれの章のタイトルを掲
げよう。
　第６章のタイトルは「諸団体（Gesellschaften）一般について，およびとりわけ諸コルポラツィ
オーンおよび諸ゲマイネについて」（§1―§202）である。
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　第19章のタイトルは「諸救貧院（Armenanstalten）について，および他の諸慈善団体（andern 
milde Stiftungen）について」（§1―§89）である。
　以下において我々はこの第６章のコルポラツィオーンについて論究する。
第６章の§1 は述べている :「団体一般のもとにここでは共同の窮極目的（ein gemeinschaftliche 
Endzwecke）のために国家の複数の成員の諸結合（Verbindungen）が理解される。」
同§2 は述べている :「この目的が公共の福祉（das gemeine Wohl）と共存しうるかぎり，これら
団体は許可される。」
　かくして団体あるいはコルポラツィオーンは，「共同の窮極目的」が「公共の福祉」とともに
実在し，その窮極目的を追求する国家の複数の成員から構成された結合団体，結社あるいは組合
といえる。
　コルポラツィオーンはこの成員について「道徳的な人格（eine moralische Person）」を想定する
（同§13., 50., 81. u. 88.）。道徳的な人格とはこの関連においては，自然人ではなくて法的な人格と
して理解されうる。
　ヘーゲルはこの「道徳的人格」という属性に対して，成員の「技能と誠実さ（Geschicklichkeit 
und Rechtschaffenheit）という客観的な属性」を主張する（『綱要』§252.）。
　コルポラツィオーンの権限について一般ラント法は述べている。
　§. 25.「コルポラツィオーンおよびゲマイネの諸権利（Rechte）は，それが永続的な公共に資
する目的（ein fortdauernder gemeinnütziger Zweck）のために結合されたところの，国家によって
許可されたかかる団体にのみ属する。」
　§. 26.「コルポラツィオーンおよびゲマイネの諸関係 Verhältnisseおよび諸権利は，主に，そ
れらの設立のさいに結ばれた諸契約にもとづいて，あるいは，確定された設立書 ergangenen 
Stiftungsbriefenにもとづいて，国家から取得した諸特権 Privilegien und Concessionenおよび，
つぎにまた国家の許可のもとに締結された諸決議 abgefassten Schlüssenにもとづいて判定され
ねばならない。」
　個々の成員の義務はつぎのとうりである。
　§42「コルポラツィオーンのいずれの成員もその行為を共同の目的に合わせて行い，その目的
の達成のために参画するという義務を負う。」
　§43「コルポラツィオーンは，この目的に故意に，そうでなくとも頑迷に，逆らう行為をする
成員を，除名する権限をもつ。」
　§44「コルポラツィオーンはしかしこの権限 Befugnisを国家の監査の下にのみ，そして国家
によって定められた法律にしたがってのみ行使しうる。」
　§45「コルポラツィオーンの成員に対する固有の刑罰権は，コルポラツィオーンに，それが成
員として行ったところの違反行為の故にのみ，そして国家が明示でコルポラツィオーンに同じ権
利を与えたかぎりでのみ，属しうる。」
　コルポラツィオーンの内部の協議と決議の仕方についてはつぎのとうりである。
　§51「コルポラツィオーンの内部の諸権限関係は成員の諸協議と諸決議 Berathschlagungen 
und Schlüsse der Mitgliederによって決められる。」
　§52「通常の事柄については，および，そのために一度限りで招聘された諸会議において，こ
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の会議に出席している成員の決議が決定する。」
　§53「その審理が契約の諸条項 Stiftungsgesetzenにおいて通常の会議に定められていないと
ころの特別の事柄については，成員の全員が明示で召集されねばならない。」
　§62「団体の諸決議は多数決によって確定する。」
　かくしてコルポラツィオーンのすべての重要な事柄は各成員の協議によって，および，それと
結びついた成員の集会の多数決によって決められる。
　新たな成員の採用についてはつぎのとうりである。
　§48「コルポラツィオーンは，国家にあらかじめ通知し，承諾をえた後にmit Vorwissen 
und Beystimmung 新たな成員を採用する権利をもつ。」
　ヘーゲルは『綱要』の§252 において，同様に，コルポラツィオーンは「一般的な連関によっ
て決められる数の成員を採用する権利をもつ」とする。
　ヘーゲルはさらにコルポラツィオーンは「団体所属員のために，特殊的偶然性に対して配慮す
るとともに，成員たるべき能力の陶冶育成にかんして配慮する権利，―　総じて所属員のために
第二の家族の役を引き受ける権利をもつ」とする（同）。
　かくして自己自身のためにではなくて，他人のために，「公共の福祉」のために，すべての者
のために配慮するというこの普遍的な側面は，ヘーゲルにとってコルポラツィオーンを国家への
移行段階として位置づける重要な一側面を表現する。

Ⅲ．コルポラツィオーンの意義と限界はどこにあるか？

　リンギール手稿（1819/20）は「コルポラツィオーンの目的」についてつぎのように述べている。
　「コルポラツィオーンの目的。それは第一に生計の確保である。各個人はその活動性によって
生計のための配慮をしなければならない。しかしこの活動性はつねに可能性にすぎず，現実性で
はない。コルポラツィオーンが家族に代わることによって，および特殊それ自体が最初の目的で
あることによって，人はまず第一に諸個人の陶冶について配慮しなければならない。ゲノッセン
シャフトはその両親を失った子供たちの世話しなければならない。ゲノッセンシャフトはまた偶
然にも貧困に陥った者の面倒を見るべきである，それは普遍的な欲求が満たされるよう配慮しな
ければならない。生産はしかるべき仕方で存在しなければならない

21）
。」

　コルポラツィオーンは「偶然にも貧困に」陥った成員の面倒を見なければならない，というヘ
ーゲルの思想は，一見すると社会的な恐慌現象に直面してまったくよき解決策を提示しているよ
うに思われる。しかしこの解決策を実現するための可能性はあるのであろうか。この点について
はつぎの問題が今や検討されるべきである。
　１．私的所有に基礎をおく企業（株式会社等）とコルポラツィオーンが共存するべきであると
しても，社会全体の生産と消費の関係を誰がどのような方法で調整し制御することができるのか。
　ヘーゲルにとって近代的な恐慌は，すなはち過剰生産恐慌はすでに周知のことである。『綱要』
§245 はつぎのように述べている。
　「彼ら（貧困に陥ろうとしている大衆）の生計を労働によって（労働の機会を提供することによって）
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媒介しようとするならば，生産物の量が増えるであろう，この過剰とそれに釣り合ったそれ自体
生産的な消費者の不足のなかにまさに害悪が実在し，この害悪はさきの二つの方法においても増
大するばかりである。」
　ここで言う「さきの二つの方法」とは，一つのそれは貧困に陥ろうとしている大衆を「富裕な
階級」か，あるいは，「公的所有｛富裕な慈善団体等｝」が直接に救済する方法である。
　この方法は労働に媒介されていないことから，ヘーゲルによれば，「市民社会の原理に，すな
はち市民社会の諸個人の自主独立と誇りの感情という原理に反する」。
　もう一つの方法は「労働による」媒介という間接的な方法である。この方法も上述の如く社会
の過剰生産を導き，問題を解決することができない。
　かくして「ここにおいて市民社会は富の過剰にもかかわらず十分には富んではいないことが，
すなはち貧困の過剰と賎民の出現を防止するに足るほどのもちまえの資産を備えてはいないこと
が見えてくる」（『綱要』§245）。
　ヘーゲルにとってこの生産の過剰と消費の不足の関係を，誰がいかなる方法で制御しうるかと
いう問題については，何の答えも備えてはいないということが言えるであろう

22）
。

　２．ヘーゲルは社会の生産手段について，その所有関係をどのように評価しているのであろう
か。つまり誰が社会の生産手段を所有しているのかという問題である。さらに言えば，ヘーゲル
は「ゲノッセンシャフト」としてのコルポラツィオーンという彼の思想の真の実現が，生産手段
の共同所有という概念を必要としているのかどうか，ということについては全く問題にしてはい
ない。
　ヘーゲルのコルポラツィオーン論は，ヴァンネンマン手稿から50年後に，K. マルクスが『資
本論』の「資本制的生産の歴史的傾向」において述べた「否定の否定」の問題とつなげて考えて
みる必要がある。すなはち，個人的な私的所有→資本制的な私的所有→個人的所有の再建  とい
う問題である

23）
。

　「個人的所有の再建」はいかにして可能であるか，という問題を考究するためには，ヘーゲル
のコルポラツィオーン論とその淵源をなす一般ラント法が，再度，参照されるべきであると考え
る。もちろん，R. オーエンをはじめとするユートピアン社会主義の議論も，当然，視野に入れ
るべきであるが

24）
。

　３．最後にヘーゲルのコルポラツィオーンの概念における更なる問題を指摘したい。
　『綱要』§252 はつぎのように述べている。
　「商工業者 Gewerbsmannは，日雇い労務者 Tagelöhnerとも，個々の偶然の仕事を待ち受け
ている者とも異なっている。商工業者は，親方Meisterであろうと，あるいは，親方になろうと
する者であろうと，ゲノッセンシャフトの成員であり，ゲノッセンシャフトは個々の偶然的な営
業のためのものではなくて，成員の特殊的な生計の全範囲のための，普遍のためのものである。」
　ヘーゲルはここで明らかにコルポラツィオーンの成員の地位を「商工業者」にのみ，とりわけ
「親方」にのみ限られるべきである，と把握している。したがって例えば「日雇い労務者」はコ
ルポラツィオーンの成員とはなりえない。かくしてこの概念における日雇い労務者は日雇い労務
者のままである。日雇い労務者の生存はつねに市場経済のもつ偶然性に，景気の変動に依存して
いる。日雇い労務者はかくして何の生計の確実性ももってはいないのである。たとえヘーゲルが，
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ホトー手稿の言うごとく，「これらの身分を今や……大群衆 große Masseが自己において［形成
し］，そしてこれらの群衆はあるときは，実態的な身分，反省的な身分，および普遍的な身分で
ある

25）
」としても，「大群衆」はなるほど一面では諸身分へ包括されるべきであるとはいえ，しか

し他面では社会の下層階層は諸身分へ統合されえないのである。というのは彼らはその身分に相
応しい何の能力も，何の技能も備えてはいないからである。したがって下層階級は，ヘーゲルの
概念から見ても，コルポラツィオーンの長所を享受する何のチャンスももってはいない，という
ことが言えるであろう。

結　　　び

　我々はヘーゲルのコルポラツィオーン論の成立過程を論究してきた。ヘーゲルは市民社会の私
的諸人格のなかに，自己自身のためにのみという私的な利己的な性格を越えて，他人への配慮を，
他人のためにという人倫的な性格を，普遍的性格を見いだし，ここにコルポラツィオーンの土台
をすえている。すなはち「公共の福祉」という概念がそれである。そしてコルポラツィオーンを
媒辞とする推理形式，家族―コルポラツィオーン―国家  として国家との結びつきを志向する。
我々はさらにプロイセン一般ラント法との関連を指摘し，最後にこの理論のもつ積極的な側面と
消極的な側面を検討した。
　ところで，この理論は現代においても大いに参照されるべきであると考えられる。一つの企業
なり，一つの組織なりにおいて，「公共の福祉」を基本概念とし，「各人の生計の確保」を目的と
して相互扶助，成員の採用・育成，困窮子弟への援助などなど，多くの学ぶべき点がある。
　へーゲルの主張をさらに敷衍して言うならば，組織原則として自由闊達な協議，全体集会にお
ける多数決による決定など，今日の株式会社組織のもつ持ち株数による決定とは一線を画するも
のであり，将来社会への展望を与えるものである。コルポラツィオーンはかくして市民社会が国
家へ移行するための直接の媒介環をなし，家族とともに国家を支えるのである。
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けるものである。

　　 Vgl. G. W. F. Hegel, Philosophie des Rechts, Die Vorlesung von 1819/20 in einer Nachschrift, 
hrsg. v. Dieter Henrich, Frankfurt a. M. S. 203.  G. W. F. へーゲル『ヘーゲル法哲学講義録』
1819/20，ディーター・ヘンリッヒ編，146ページ。参照。

22）　G. W. F. Hegel, Vorlesungen über Rechtsphilosophie, a. a. o., Vierter Band, S. 611 f.
23）　Karl Marx, Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie. Erster Band. Hamburg 1867. S. 744 
f.

　 　大谷禎之介『マルクスのアソシエーション論』桜井書店，2011年，参照。
24）　Vgl. Robert Owen, A New View of Society ; or, Essays on the Principle of the Formation of 
the Human Character, and the Application of the Principle to Practice, London 1813/14.  R.オ
ウエン『社会に関する新見解』，五島茂・坂本慶一訳『オウエン　サン・シモン　フーリエ』世界の
名著  42，所収，中央公論社，1980年，参照。

25）　ヴァンネンマン手稿も市民の選挙への参加の仕方について同様のことを述べている。
　 　「日雇い，召使い等々は［選挙するべきではなくて］，ゲノッセンシャフトの非会員として排除され
ているということは自明なことです。」

　 　Vgl. G. W. F. Hegel, Vorlesungen über Naturrecht und Staatswissenschaft, a. a. o., S. 236.  G. W. 
F. へーゲル『自然法および国家学に関する講義』，P. ヴァンネンマン手稿，276ページ。参照。

　　 ビルガー・P・プリッダートは，氏の労作『経済学者ヘーゲル』において，ヘーゲルの「コルポラ
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ツィオーンの同輩仲間の典型は，自立的な手工業者兼企業家であって，アダム・スミスの経済学では
つとに分離されていた諸機能をその人格の中に統合している。それは，資本投資家であるとともに，
生産者であり労働者といったものである。」

　　 Birger P. Priddat, Hegel als Ökonom, Berlin 1990. S. 200 f.  B. P. プリッダート『経済学者ヘー
ゲル』高柳良治・滝口清栄・早瀬明・神山伸弘訳，お茶の水書房，1999年，271ページ。

　 　コルポラツィオーンでは，「『資本家』―すなわち貨幣資産の所有者―と，『労働者』―すな
わち技能資産の所有者―とは，同一の人格である。この領域の内部では，職人，徒弟，賃金労働者
は，労働市場に参加する者として現れず，コルポラツィオーン的に締結された賃金や報酬に関して，
ツンフト規制に服しているのである。」Ebd., S. 202 f. 同上訳書，275ページ。

　 　確かにヘーゲルのコルポラツィオーンの担い手は，氏のように，資本家兼労働者あるいは資本家＝
労働者とする解釈を許容しうる側面をもっている。そして氏の解釈を敷衍するならば富と貧困の対立
は解消し，理想の社会が，コルポラツィオーンからなる社会が，実現しているはずである。

　　 しかし何故に現実には富と貧困の対立が深刻化し，先鋭化しているのであろうか。ヘーゲルはこの
問題を生涯にわたり思考しつづけたはずである。それゆえにコルポラツィオーンに参加しえない数多
くの大衆の存在が忘れ去られているのではないのか。それゆえに「技能資産」をもちえない底辺の多
数の日雇い労務者や失業者や貧民をいわばコルポラツィオーン的に救い上げるシステムを再構築する
必要があるのではないのか。ヘーゲルにとってこの問題は解決しえざる未決の問題として残るのであ
る。

付記
　なお，本稿作成に当たり，大阪市立大学大学院法学研究科守矢健一教授の御教示と同大学大学院経済学
研究科大島真理夫教授の御高配を得ました事に感謝致します。
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